
高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
三
九
七
）

高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察

尾　
　

田　
　

清　
　

貴

1
．
は
じ
め
に

2
．
高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
現
状

3
．
高
齢
者
の
お
か
れ
て
い
る
現
状

4
．
高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
を
防
ぐ
た
め
の
方
策
に
つ
い
て

5
．
ま
と
め

│
居
場
所
を
作
る
方
策
を
通
し
て
万
引
き
防
止
に
繋
げ
る

│

1
．
は
じ
め
に

高
齢
者
が
、
女
性
や
子
ど
も
と
同
様
に
犯
罪
弱
者
で
有
り
、
災
害
弱
者
で
あ
る
こ
と
は
、
現
在
も
変
わ
ら
な
い
状
況
で
あ
る
こ
と
は
、

間
違
い
な
い
。
三
年
前
の
東
北
大
震
災
の
際
に
も
、
子
ど
も
た
ち
と
と
も
に
多
く
の
高
齢
者
の
方
々
が
被
災
さ
れ
、
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
。

一
三
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
九
八
）

目
を
転
ず
れ
ば
、
一
向
に
減
少
に
転
じ
な
い
振
り
込
め
詐
欺
の
被
害
者
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
高
齢
者
で
あ
る
（
1
）

。
交
通
事
故
の
被
害
者
も

同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
（
2
）

。

し
か
し
な
が
ら
、
高
齢
者
人
口
の
増
大
（
3
）

や
社
会
経
済
的
状
況
の
変
化
を
背
景
と
し
て
、
加
害
者
と
し
て
の
高
齢
者
問
題
が
社
会
問
題
化

し
て
い
る
。
刑
務
所
に
収
容
さ
れ
て
い
る
高
齢
者
の
再
社
会
化
に
向
け
た
取
り
組
み
は
、
も
は
や
矯
正
と
保
護
の
連
携
だ
け
で
は
い
か
ん

と
も
し
難
い
状
況
を
呈
し
て
お
り
（
4
）

、
検
察
官
に
よ
る
訴
追
裁
量
権
の
行
使
段
階
で
、
起
訴
猶
予
処
分
に
付
随
す
る
保
護
的
な
施
策
が
と
ら

れ
る
に
至
っ
て
い
る
（
5
）

。

本
稿
で
は
、
高
齢
者
に
よ
る
刑
法
犯
の
ほ
ぼ
六
割
を
占
め
る
万
引
き
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
そ
の
防
止
策
に
つ
い
て
刑
事
政
策
と
高
齢

者
福
祉
の
融
合
の
観
点
か
ら
若
干
の
提
言
を
試
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
処
遇
に
関
す
る
検
討
は
、
次
の
機
会
に
委
ね
た
い
。

（
1
） 

拙
稿
「
振
り
込
め
詐
欺
を
防
ぐ
た
め
の
地
域
作
り
」
日
本
法
学
七
七
巻
三
号
二
〇
一
一
年
一
二
月
参
照

（
2
） 

死
者
数
全
体
に
占
め
る
高
齢
者
の
割
合
は
年
々
増
加
し
、
一
五
年
に
初
め
て
四
割
を
超
え
、
二
四
年
に
は
総
人
口
に
占
め
る
高
齢
者
人
口
の
割

合
で
あ
る
二
四
・
一
％
（
二
四
年
一
〇
月
一
日
現
在
推
計
人
口
値
）
の
二
倍
を
超
え
る
五
一
・
三
％
に
至
っ
て
い
る
。（
警
察
白
書
・
平
成
二
五
年
版
、

一
四
三
頁
）

（
3
） 

六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
人
口
は
、
過
去
最
高
の
三
、〇
七
九
万
人
（
前
年
二
、九
七
五
万
人
）
と
な
り
、
総
人
口
に
占
め
る
割
合
（
高
齢
化
率
）

も
二
四
・
一
％
（
前
年
二
三
・
三
％
）
と
な
り
、
ま
た
、「
六
五
〜
七
四
歳
人
口
」
で
総
人
口
に
占
め
る
割
合
は
一
二
・
二
％
、「
七
五
歳
以
上
人
口
」

は
一
一
・
九
％
で
あ
る
。

（
4
） 

刑
務
所
収
容
率
は
、
平
成
二
四
年
に
は
平
成
五
年
の
五
・
六
倍
の
八
・
八
％
に
上
昇
し
、
仮
釈
放
率
は
全
体
が
五
三
・
五
％
で
あ
る
の
に
対
し
、

高
齢
者
で
は
三
五
・
九
％
に
過
ぎ
ず
、
引
受
人
が
い
な
い
こ
と
や
釈
放
後
の
帰
住
先
が
確
保
で
き
な
い
者
が
多
い
こ
と
な
ど
が
理
由
と
考
え
ら
れ
る
。

（
犯
罪
白
書
・
平
成
二
五
年
版
一
五
八
、一
五
九
頁
）
法
務
省
は
、
平
成
二
一
年
四
月
か
ら
、
厚
生
労
働
省
と
連
携
し
て
、
特
別
調
査
を
実
施
し
、
平

一
四
〇



高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
三
九
九
）

成
二
四
年
か
ら
は
地
域
生
活
定
着
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
、
厚
生
労
働
省
と
連
携
し
て
就
労
支
援
対
策
を
推
進
し
て
お
り
、

刑
事
施
設
は
在
所
中
の
受
刑
者
に
対
し
、
保
護
観
察
所
で
は
保
護
観
察
対
象
者
に
対
し
、
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
高
齢
者
を
取
り
巻
く
雇

用
情
勢
に
は
厳
し
い
も
の
が
あ
る
が
、
こ
の
施
策
を
就
労
意
欲
が
あ
り
、
健
康
な
高
齢
対
象
者
に
も
積
極
的
に
適
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
思
わ
れ

る
。（
犯
罪
白
書
・
平
成
二
四
年
版
二
五
四
〜
二
五
七
頁
参
照
）

（
5
） 

起
訴
猶
予
者
に
対
す
る
更
生
緊
急
保
護
を
活
用
し
た
新
た
な
社
会
復
帰
支
援
策
の
拡
充
と
い
う
形
で
、
平
成
二
五
年
一
〇
月
か
ら
、
捜
査
段
階

で
釈
放
さ
れ
る
起
訴
猶
予
者
に
つ
い
て
、
そ
の
高
齢
、
障
害
等
の
特
性
に
応
じ
た
更
生
緊
急
保
護
の
措
置
を
適
切
に
講
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
円
滑

な
社
会
復
帰
の
実
現
と
再
犯
防
止
を
目
的
と
し
て
、
保
護
観
察
所
が
関
係
機
関
と
連
携
し
て
更
生
緊
急
保
護
の
事
前
調
整
に
関
す
る
試
行
的
な
取
組

を
実
施
し
て
き
た
が
、
平
成
二
六
年
度
か
ら
こ
の
取
組
を
拡
充
し
て
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
具
体
的
な
実
施
庁
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

【
平
成
二
五
年
度
か
ら
の
実
施
庁
】
仙
台
、
福
島
、
水
戸
、
富
山
、
広
島
、
高
松
及
び
熊
本
の
計
七
庁
、【
平
成
二
六
年
度
新
規
試
行
庁
】
札
幌
、

釧
路
、
前
橋
、
甲
府
、
岐
阜
、
名
古
屋
、
神
戸
、
奈
良
、
松
江
、
徳
島
、
佐
賀
、
大
分
及
び
宮
崎
の
計
一
三
庁
が
加
わ
り
、
現
在
二
〇
庁
及
び
対
応

す
る
地
域
を
所
管
す
る
保
護
観
察
所
が
対
応
し
て
い
る
。（
平
成
二
六
年
五
月
二
三
日
報
道
発
表
資
料
に
よ
る
）

2
．
高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
現
状

高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
で
の
検
挙
人
員
が
、
少
年
の
検
挙
人
員
を
上
回
っ
た
の
は
、
全
国
的
に
は
平
成
二
三
年
か
ら
で
あ
る
が
、
東
京

都
で
は
平
成
二
四
年
に
少
年
の
検
挙
人
員
を
上
回
り
、
近
県
そ
の
他
で
も
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
6
）

。

高
齢
者
に
よ
る
刑
法
犯
検
挙
人
員
の
過
去
一
〇
年
間
の
推
移
を
見
た
の
が
、
次
の
表
1
で
あ
る
が
、
総
数
で
は
、
平
成
一
五
年
か
ら

一
八
年
に
か
け
て
は
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
は
四
八
、〇
〇
〇
人
台
で
推
移
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
万
引
き
の
検
挙
人
員

は
、
平
成
一
五
年
以
降
二
四
年
ま
で
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、
二
四
年
に
は
前
年
に
比
べ
六
〇
七
人
（
二
・
二
％
）
の
増
加
で
あ
っ
た
（
7
）

。

一
四
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
〇
〇
）

表 1　高齢者による刑法犯・万引きによる検挙者数の推移

15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年

刑法犯総数 29,797 36,696 42,108 46,637 48,597 48,786 48,102 48,145 48,621 48,544

万引き 17,456 20,667 23,252 25,060 25,854 27,015 27,019 27,362 28,066 28,673

高齢者の刑法犯検挙人員の推移（総数と万引きの比較）

※　平成24年の犯罪から筆者が作成

表 2　万引きによる検挙者数の推移（少年と高齢者の比較）

総　数 14 ～ 19歳 65歳以上

15年 105,792 38,709 17,456

16年 112,783 38,912 20,667

17年 113,953 36,481 23,252

18年 107,123 30,189 25,060

19年 102,504 28,186 25,854

20年 101,504 26,303 27,015

21年 105,228 29,153 27,019

22年 104,804 28,364 27,362

23年 101,340 26,005 28,066

24年 93,079 19,673 28,673

万引きの検挙人員の推移（少年・高齢者の比較）

※　平成24年の犯罪から筆者が作成

一
四
二



高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
四
〇
一
）

万
引
き
に
よ
る
検
挙
人
員
の
推
移
を
平
成
一
五
年
か
ら

二
四
年
ま
で
の
一
〇
年
間
で
見
る
と
、
平
成
二
三
年
以
降

六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
検
挙
人
員
が
少
年
の
検
挙
人
員

を
上
回
り
、
二
四
年
に
は
九
、〇
〇
〇
人
も
上
回
っ
て
い

る
（
表
2
）。
ま
た
、
高
齢
者
の
万
引
き
に
関
し
て
は
、

前
科
無
し
の
割
合
が
七
二
・
八
％
、
窃
盗
の
前
科
有
り
が

一
九
・
九
％
で
あ
っ
た
。

万
引
き
犯
の
警
察
に
よ
る
取
扱
い
に
関
し
て
は
、
行
為

態
様
の
質
的
軽
微
さ
か
ら
、
身
柄
不
拘
束
の
割
合
が
全
体

の
八
五
・
九
％
で
、
身
柄
付
送
致
は
一
二
・
四
％
と
低
く

な
っ
て
い
る
。
身
柄
付
送
致
は
、
現
行
犯
逮
捕
で

八
四
・
六
％
、
緊
急
逮
捕
で
九
四
・
〇
％
、
通
常
逮
捕
で
は

九
六
・
八
％
と
犯
罪
発
生
現
場
に
近
い
ほ
ど
身
柄
送
致
率

が
高
く
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
（
表
3
）。

万
引
き
犯
の
検
挙
件
数
に
つ
い
て
「
少
年｣

と
「
高
齢

者｣

に
つ
い
て
、
平
成
一
一
年
か
ら
二
〇
年
の
推
移
で
み

る
と
、
全
体
と
し
て
は
、
平
成
一
七
年
を
ピ
ー
ク
と
し
て

表 3　万引き犯の身柄措置別・送致別検挙人員（24年）

総　数 93,079

現行犯逮捕

計 9,806

身柄付送致 8,295

書類送致 1,412

微罪処分 90

少年簡易送致 9

緊急逮捕

計 551

身柄付送致 518

書類送致 33

通常逮捕

計 2,798

身柄付送致 2,708

書類送致 90

身柄不拘束

計 79,924

書面送付 29,563

微罪処分 39,788

少年簡易送致 10,573

※　平成24年の犯罪から筆者が作成

一
四
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
〇
二
）

表 4　性別に見た万引き犯の検挙数の推移

全体 少年 高齢者

男 女 男 女 男 女

11年 53,421 42,835 28,551 21,318 5,347 4,703

12年 53,235 42,391 25,862 19,928 6,192 5,459

13年 55,029 45,311 25,712 21,645 6,707 6,133

14年 60,545 48,971 27,040 22,174 7,995 7,179

15年 64,478 49,782 26,186 20,991 9,310 8,146

16年 68,494 52,642 27,099 20,166 10,894 9,773

17年 69,225 52,689 26,318 18,124 12,118 11,134

18年 65,178 48,688 22,273 14,659 13,090 11,970

19年 61,364 47,629 20,449 14,226 13,345 12,509

20年 62,801 45,506 20,658 12,448 14,283 12,732

性別に見た検挙人数の推移（11～20年）

※　平成20年の犯罪から筆者が作成

表 5　犯行場所

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成

一
四
四



高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
四
〇
三
）

減
少
傾
向
に
あ
る
が
、
高
齢
者
に
関
し
て
は
平
成
一
一
年
以
降
毎
年
増
加
し
て
お
り
、
平
成
二
〇
年
に
は
一
一
年
を
一
〇
〇
と
す
る
と

二
六
八
・
八
と
二
・
七
倍
に
増
加
し
て
お
り
、
性
別
で
み
る
と
男
性
で
は
二
六
七
・
一
、
女
性
で
は
二
七
〇
・
七
と
な
っ
て
お
り
、
女
性
の
高

齢
者
に
増
加
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
（
表
4
）。
高
齢
者
の
人
口
比
（
一
〇
、〇
〇
〇
人
当
た
り
）
で
み
る
と
平
成
一
八
年
以
降
九
・
五
前
後
で
推

移
し
て
お
り
、
高
止
ま
り
の
傾
向
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

『
万
引
き
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
』
に
よ
る
と
（
8
）

、
犯
行
場
所
と
し
て
は
、
全
体
で
は
「
ス
ー
パ
ー
」
が
四
一
・
〇
％
、
次
い
で

「
コ
ン
ビ
ニ
」
が
一
七
・
〇
％
の
順
で
あ
っ
た
が
、「
高
齢
者
」
は
「
ス
ー
パ
ー
」
が
七
四
・
〇
％
と
最
も
高
く
、
次
い
で
「
コ
ン
ビ
ニ
」
の

八
・
三
％
の
順
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
少
年
で
は
「
量
販
店
」
が
二
四
・
一
％
、
次
い
で
「
ス
ー
パ
ー
」
が
二
三
・
八
％
の
順
で
あ
っ

た
（
表
5
）。

高
齢
者
の
行
動
範
囲
が
、
自
宅
周
辺
な
ど
比
較
的
身
近
な
地
域
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
次
に
触
れ
る
被
害
対
象
物
で
も
分
か
る
よ

う
に
「
食
料
品
」
を
購
入
す
る
際
に
利
用
す
る
身
近
な
店
舗
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
も
こ
の
背
景
に
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
昔
か
ら
あ
る

商
店
街
の
中
の
店
舗
で
は
、
万
引
き
犯
が
商
店
主
な
ど
と
顔
馴
染
み
の
こ
と
も
有
り
、
犯
行
場
所
と
し
て
は
む
し
ろ
ア
ル
バ
イ
ト
等
地
元

民
で
は
な
い
者
が
店
先
に
多
く
い
る
コ
ン
ビ
ニ
・
ス
ー
パ
ー
な
ど
を
選
択
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

万
引
き
の
対
象
物
で
み
る
と
、
全
体
で
は
「
食
料
品
」
が
四
五
・
八
％
、「
日
用
品
」
一
三
・
一
％
で
あ
っ
た
が
、「
高
齢
者
」
で
は
「
食

料
品
」
が
七
七
・
〇
％
と
「
全
体
」
の
一
・
七
倍
、「
少
年
」
の
二
・
九
倍
を
占
め
て
多
い
。「
日
用
品
」
の
七
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
足
す
と
生

活
必
需
品
が
八
四
・
八
％
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
（
表
6
）。

生
活
状
態
が
困
窮
し
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
者
ほ
ど
、「
食
料
品｣

を
対
象
と
す
る
傾
向
が
高
く
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
と
な
っ
て
い

る
（
万
引
き
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
二
〇
頁
参
照
）。

一
四
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
〇
四
）

高
齢
者
が
万
引
き
を
す
る
時
間
帯
は
、「
一
〇
〜
一
三
時
」
が
最
も
多
く

三
六
・
八
％
、
次
い
で
「
一
三
〜
一
六
時
」、「
一
六
〜
一
九
時
」
が
二
七
・
〇
％
の

順
で
多
か
っ
た
。
こ
の
時
間
帯
は
、
お
昼
の
準
備
の
た
め
に
、
ま
た
夕
食
の
準
備

の
た
め
に
外
出
す
る
時
間
帯
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
他
方
、「
少
年｣

で
は
、

放
課
後
に
当
た
る
「
一
六
〜
一
九
時｣

が
四
八
・
四
％
で
最
も
高
く
、
次
い
で

「
一
三
〜
一
六
時｣

が
二
四
・
三
％
の
順
で
あ
っ
た
。

学
校
帰
り
に
、
途
中
に
あ
る
コ
ン
ビ
ニ
や
最
寄
り
の
公
共
交
通
機
関
近
く
の
量

販
店
な
ど
で
万
引
き
に
及
ん
で
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

被
害
額
で
は
、「
高
齢
者
」
は
「
〜
一
、〇
〇
〇
円
」
が
五
四
・
四
％
で
最
も
多

く
、
次
い
で
「
一
、〇
〇
〇
〜
五
、〇
〇
〇
円
」
が
三
一
・
四
％
で
、
五
、〇
〇
〇
円

以
上
の
高
額
な
品
物
を
万
引
き
す
る
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
食

料
品
が
被
害
対
象
物
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
る
こ
と
と
も
一
致
し
て
い
る
。
し

か
し
、「
少
年
」
で
は
「
一
、〇
〇
〇
〜
五
、〇
〇
〇
円
」
が
三
八
・
八
％
と
最
も
多

く
、
次
い
で
「
〜
一
、
〇
〇
〇
円
」
が
三
〇
・
四
％
、「
五
、
〇
〇
〇
〜

五
〇
、〇
〇
〇
円
」
も
二
五
・
九
％
も
い
る
こ
と
に
万
引
き
対
象
物
に
対
す
る
ニ
ー

ズ
の
違
い
が
感
じ
ら
れ
る
（
表
7
）。

万
引
き
し
た
物
に
つ
い
て
は
、「
自
己
消
費
」
が
「
全
体
」
で
八
九
・
〇
％
、

表 6　万引き対象物

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成

一
四
六



高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
四
〇
五
）

「
少
年
」
で
九
〇
・
九
％
、「
高
齢
者
」
で
九
一
・
二
％

と
な
っ
て
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
高
齢
者
と
少

年
の
差
は
あ
ま
り
な
い
と
も
言
え
る
。

共
犯
者
の
有
無
で
み
る
と
、
高
齢
者
は

九
八
・
五
％
が
単
独
犯
で
あ
る
の
に
対
し
、「
少
年
」

で
は
二
九
・
二
％
が
共
犯
で
あ
る
。
な
お
一
八
・
六
％

が
二
名
以
上
の
共
犯
者
が
い
た
。

下
見
や
事
前
準
備
と
い
っ
た
計
画
性
の
有
無
で
み

る
と
、「
高
齢
者
」
の
九
一
・
二
％
は
計
画
性
が
無
く
、

計
画
性
の
あ
る
者
の
割
合
も
「
少
年
」
の
約
半
分
に

過
ぎ
な
い
（
表
8
）。

次
い
で
、
犯
行
の
動
機
・
原
因
の
う
ち
、「
何
故

そ
の
店
を
選
ん
だ
か
」
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も

「
特
に
理
由
無
し
」
が
「
全
体
」
六
七
・
九
％
、「
少

年
」
六
四
・
三
％
、「
高
齢
者
」
七
七
・
五
％
と
ほ
と

ん
ど
を
占
め
る
が
、「
全
体
」
で
は
「
店
員
な
ど
が

少
な
い
」
六
・
四
％
「
自
宅
付
近
」
六
・
〇
％
「
死
角

表 7　被害額

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成

表 8　計画性の有無

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成

一
四
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
〇
六
）

が
多
い
」
五
・
二
％
の
順
で
あ
っ
た
が
、「
少

年
」
で
は
「
死
角
が
多
い
」
八
・
二
％
「
店
員

な
ど
が
少
な
い
」
七
・
二
％
「
自
宅
付
近
」

五
・
四
％
で
、「
高
齢
者
に
つ
い
て
は
「
自
宅
付

近
」
六
・
四
％
「
店
員
な
ど
が
少
な
い
」

五
・
四
％
「
い
つ
も
利
用
し
て
い
る
」
二
・
五
％

の
順
で
あ
っ
た
（
表
9
）。

「
こ
う
さ
れ
た
ら
万
引
き
を
断
念
し
た
」
に

つ
い
て
は
、「
店
員
か
ら
の
声
掛
け
」
が
い
ず

れ
も
最
も
高
く
「
全
体
」
で
六
一
・
九
％
、「
少

年
」
で
六
〇
・
四
％
、「
高
齢
者
」
で

六
五
・
二
％
で
あ
っ
た
。
次
い
で
高
か
っ
た
の

は
、「
警
備
員
の
配
置
」
で
「
全
体
」
で
は

一
六
・
九
％
、「
少
年
」
で
一
八
・
九
％
、「
高
齢

者
」
で
一
一
・
三
％
で
あ
っ
た
が
、「
防
犯
カ
メ

ラ
の
設
置
」
に
関
し
て
は
、「
高
齢
者
」
は

〇
・
〇
％
で
阻
害
要
因
と
は
な
っ
て
い
な
い
よ

表 9　何故その店を選んだか

全　体 少　年 高齢者

店員等が少ない 67 31 11

自宅付近 63 23 13

死角が多い 55 35 4

品揃えが良い 38 21 0

いつも利用している 16 4 5

防犯カメラがない 4 3 0

不明 17 6 2

その他 77 30 11

特に理由無し 713 275 158

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成

表10　こうされたら万引きを断念した

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成

一
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高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
四
〇
七
）

う
で
あ
る
（
表
10
）。
計
画
性
が
あ
ま
り
な
い
高
齢
者
で
は
、
防
犯
カ
メ
ラ
が
設
置
さ
れ
て
い

る
か
否
か
、
稼
働
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
意
識
が
低
く
む
し
ろ
「
店
員
か
ら
の
声
掛

け
」
が
有
効
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

「
犯
行
時
の
所
持
金
の
有
無
及
び
所
持
金
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
万
引
き
し
た
理
由
」
に

つ
い
て
は
、「
所
持
金
有
り
・
使
い
た
く
な
い
」
が
「
高
齢
者
」
で
四
八
・
〇
％
と
最
も
高
く
、

「
少
年
」
で
は
「
所
持
金
無
し
」
が
三
八
・
一
％
と
最
も
高
く
な
っ
て
い
る
。「
所
持
金
有
り
・

余
裕
が
な
い
」
に
関
し
て
は
、「
全
体
」
が
二
・
二
％
、「
少
年
」
が
一
九
・
九
％
、「
高
齢
者
」

が
一
四
・
七
％
で
あ
っ
た
（
表
11
）。

万
引
を
犯
す
心
理
的
背
景
に
つ
い
て
は
、「
孤
独
」
に
関
し
て
、「
高
齢
者
」
は
二
三
・
九
％

と
高
い
数
値
を
示
し
て
い
る
が
、「
少
年
」
は
四
・
〇
％
と
低
く
、「
単
に
欲
し
か
っ
た
」「
ゲ
ー

ム
感
覚
」
で
は
「
少
年
」
が
二
三
・
九
％
、
二
六
・
八
％
と
高
か
っ
た
の
に
対
し
、「
高
齢
者
」

で
は
そ
れ
ぞ
れ
三
・
九
％
、
二
・
〇
％
と
極
め
て
低
い
点
が
指
摘
で
き
る
（
表
12
）。「
孤
独
」
が

高
い
数
値
を
示
し
た
背
景
に
は
、
高
齢
者
の
み
の
世
帯
（
独
居
も
含
む
）
が
独
立
し
て
い
る
子

ど
も
世
帯
や
地
域
と
の
触
れ
合
い
の
な
さ
か
ら
、
自
分
た
ち
に
も
感
心
を
示
し
て
欲
し
い
と
い

う
意
識
が
働
い
て
い
る
側
面
も
指
摘
で
き
よ
う
（
9
）

。

万
引
を
犯
し
た
者
に
「
規
範
意
識
」
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
全
体
」「
少
年
」
は
「
捕
ま
る
と

は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
」
が
最
も
多
く
、
次
い
で
「
何
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
」「
捕
ま
れ
ば

表11　犯行時の所持金及び所持金があるにもかかわらず万引きした理由

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成
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四
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
〇
八
）

犯
罪
と
し
て
厳
し
く
処
罰
さ
れ
る
と

思
っ
て
い
た
」
の
順
で
あ
っ
た
が
、

「
高
齢
者
」
は
、「
何
も
考
え
て
い
な

か
っ
た
」
が
最
も
多
く
、
次
い
で
「
捕

ま
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
」「
捕

ま
れ
ば
犯
罪
と
し
て
厳
し
く
処
罰
さ
れ

る
と
思
っ
て
い
た
」
の
順
で
あ
っ
た
。

「
捕
ま
っ
て
も
弁
償
す
れ
ば
済
む
と

思
っ
て
い
た
」
と
回
答
し
た
「
高
齢

者
」
が
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
疑
問

無
し
と
は
言
え
な
い
（
表
13
）。

「
検
挙
さ
れ
た
現
在
の
気
持
ち
」
に

つ
い
て
尋
ね
ら
れ
た
点
で
は
、「
捕

ま
っ
て
良
か
っ
た
」
が
「
全
体
」
で

二
九
・
七
％
、「
少
年
」
で
三
〇
・
六
％
、

「
高
齢
者
」
で
二
八
・
四
％
と
最
も
多
く
、

「
少
年
」
で
は
「
運
が
悪
か
っ
た
」
が

表12　万引きの心理的な背景（複数回答）

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成

表13　規範意識「複数回答」

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成

一
五
〇



高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
四
〇
九
）

二
四
・
五
％
と
二
番
目
に
多
か
っ
た
。
し
か
し
「
高

齢
者
」
で
は
「
反
省
し
て
い
る
」
の
二
四
・
〇
％
が

二
番
目
で
「
運
が
悪
か
っ
た
」
は
一
九
・
一
％
の
順

で
あ
っ
た
（
表
14
）。

初
め
て
万
引
で
検
挙
さ
れ
た
時
の
処
分
に
つ
い
て

ど
の
様
に
思
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、「
高
齢
者
」
に

関
し
て
は
、「
懲
役
」「
執
行
猶
予
」「
罰
金
」
に
処

せ
ら
れ
た
者
が
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、「
微
罪
処

分
（
10
）

」「
起
訴
猶
予
」
に
つ
い
て
分
析
す
る
（
表
15
）。

微
罪
処
分
は
、
実
刑
こ
そ
受
け
な
い
も
の
の
犯
歴

（
前
歴
）
と
し
て
は
残
る
こ
と
か
ら
、
決
し
て
軽
い

処
分
で
は
な
い
が
、「
意
外
と
軽
か
っ
た
」
が

三
五
・
一
％
、「
何
と
も
思
わ
な
い
」
が
二
一
・
六
％

も
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
処
分
時
に
微
罪
処
分
の

意
義
を
説
明
し
十
分
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
も
必
要
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
起
訴
猶
予
は
、
検
察
官
送
致
が

為
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
、
刑
事
政
策
的
配
慮
に
よ
り

表14　検挙された現在の気持ち

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成

表15　初犯検挙時の処分に対する意識

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
一
〇
）

為
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
何
と
も
思
わ
な
い
」
が
五
八
・
三
％
と
最
も
高
く
、「
意
外
と
軽
か
っ
た
」
八
・
三
％
を
足
す
と
、

六
六
・
六
％
の
者
が
厳
し
く
受
け
止
め
て
い
な
い
こ
と
は
、
再
犯
防
止
の
観
点
か
ら
は
む
し
ろ
問
題
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、

再
犯
を
犯
し
た
場
合
、
実
刑
判
決
を
受
け
る
確
率
が
高
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

（
6
） 

「
東
京
都
内
、
高
齢
者
の
万
引
増
加　

初
め
て
少
年
上
回
る
」2013/07/07 20:23　

共
同
通
信
配
信
記
事
か
ら
、「
万
引
き
を
〝
未
然
〞
に
防

げ
！｣

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ニ
ュ
ー
ス
「
お
は
よ
う
日
本｣

二
〇
一
二
年
一
二
月
二
五
日
（
火
）
放
送　

http://w
w
w
.nhk.or.jp/ohayou/m

arugoto/2012/

12/1225.htm
l

等

（
7
） 

平
成
二
四
年
の
犯
罪
（
警
察
庁
）、
山
口
寛
峰
「
高
齢
者
犯
罪
の
現
状
」
警
察
学
論
集
第
六
七
巻
六
号
四
二
頁
〜
四
七
頁
参
照

（
8
） 

平
成
二
一
年
八
月
に
「
万
引
き
を
し
な
い
・
さ
せ
な
い｣

社
会
環
境
づ
く
り
と
規
範
意
思
の
醸
成
に
関
す
る
調
査
研
究
委
員
会
が
ま
と
め
た
報

告
書
で
、
警
視
庁
が
平
成
二
一
年
四
月
二
〇
日
か
ら
六
月
三
〇
日
の
間
に
、
万
引
き
の
被
疑
者
と
し
て
取
り
調
べ
を
受
け
た
者
の
内
、
調
査
票
に
回

答
の
あ
っ
た
一
、〇
五
〇
人
（
少
年
四
二
八
人
、
成
人
四
一
八
人
、
高
齢
者
二
〇
四
人
）
対
象
に
分
析
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
9
） 

前
掲
注（
1
）　

拙
稿
「
振
り
込
め
詐
欺
を
防
ぐ
た
め
の
地
域
作
り
」
参
照　

な
お
、「『
こ
れ
か
ら
の
安
全
・
安
心
』
の
た
め
の
犯
罪
対
策
に
関

す
る
提
言
」
警
察
政
策
学
会
資
料
第
七
一
号
二
二
頁
（
二
〇
一
三
年
七
月
）
に
お
い
て
も
、「
高
齢
者
の
被
害
予
防
対
策
と
犯
罪
予
防
対
策
と
は
表

裏
一
体
の
と
こ
ろ
も
有
り
、『
孤
立
』
の
解
消
の
た
め
の
施
策
の
必
要
性
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
10
） 

刑
事
訴
訟
法
二
四
六
条
は
、
司
法
警
察
員
は
犯
罪
の
捜
査
を
し
た
と
き
は
検
察
官
に
事
件
を
送
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
が
、
そ
の
但

書
で
、
例
外
措
置
と
し
て
、
検
察
官
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
軽
微
で
訴
追
の
必
要
性
の
な
い
事
件
に
つ
い
て
は
、
警
察
限
り
で
訓
戒
等
を
施
す
だ

け
で
手
続
を
終
結
さ
せ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
初
犯
・
損
害
賠
償
が
済
ん
で
い
る
・
再
犯
の
可
能
性
が
な
い
・
被
害
者
が
公
式
の

処
分
を
望
ん
で
い
な
い
、
等
の
要
件
を
具
備
し
た
場
合
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
猶
予
処
分
に
関
し
て
は
、
前
掲
注（
5
）で
触
れ
た
取
り
組
み
が
現
在
実
施
に
移
さ
れ
、
今
後
全
庁
に
拡
大
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。

一
五
二



高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
四
一
一
）

3
．
高
齢
者
の
お
か
れ
て
い
る
現
状

わ
が
国
の
総
世
帯
数
は
平
成
二
二
年
ま
で
増
加
し
て
き
た
が
、
二
三
年
に
は

一
、九
五
四
、〇
〇
〇
世
帯
減
少
し
、
二
四
年
に
は
一
、四
八
六
、〇
〇
〇
増
加
し
、

四
八
、一
七
〇
、〇
〇
〇
世
帯
と
な
っ
た
が
、
高
齢
者
世
帯
（
11
）

数
は
、
二
二
年
ま
で

増
加
傾
向
を
示
し
、
二
三
年
に
は
一
端
減
少
し
た
も
の
の
二
五
年
に
は
過
去
最

高
の
一
〇
、二
四
一
、〇
〇
〇
世
帯
（
全
世
帯
の
二
一
・
三
％
）
と
増
加
し
て
い
る
（
12
）

。

平
成
二
四
年
で
は
、
六
五
歳
以
上
の
者
が
い
る
世
帯
（
福
島
県
を
除
く
）
は
、

二
、〇
九
三
万
世
帯
で
、
全
世
帯
の
四
三
・
四
％
で
あ
っ
た
。
世
帯
構
成
別
に
こ

れ
を
見
る
と
、「
夫
婦
の
み
の
世
帯
」
が
六
三
三
万
二
千
世
帯
で
三
〇
・
三
％
、

次
い
で
「
単
独
世
帯
」
が
四
八
六
万
八
千
世
帯
で
二
三
・
三
％
の
順
で
あ
っ
た

（
表
17
）。

次
に
、
六
五
歳
以
上
の
者
の
い
る
世
帯
の
う
ち
、
高
齢
者
世
帯
（
福
島
を
除

く
）
を
世
帯
構
成
別
に
見
る
と
、「
夫
婦
の
み
世
帯
」
が
五
〇
一
万
七
千
世
帯

（
高
齢
者
世
帯
の
四
九
・
〇
％
）、「
単
独
世
帯
」
が
四
八
六
万
八
千
世
帯
（
同

四
七
・
五
％
）
で
あ
っ
た
。
高
齢
者
世
帯
の
内
、
単
独
世
帯
を
性
別
で
見
る
と
、

女
性
単
独
世
帯
が
、
七
一
・
九
％
と
男
性
単
独
世
帯
の
二
・
六
倍
と
多
い
（
表

表16　世帯類型及び構成割合の推移

※　平成24年・国民生活基礎調査に基づくデータから筆者が作成

一
五
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
一
二
）

18
）。単

独
世
帯
を
、
性
・
年
齢
別
に
み
る

と
、
男
は
「
六
五
〜
六
九
歳
」
が

三
〇
・
四
％
、
女
は
「
七
五
〜
七
九
歳
」

が
二
四
・
一
％
で
最
も
多
く
な
っ
て
い

る
（
表
19
）。

六
五
歳
以
上
の
者
（
福
島
県
を
除
く
）

三
、〇
二
六
万
六
千
人
に
つ
い
て
、
家

族
形
態
別
・
年
齢
別
に
み
る
と
、「
子

と
同
居
」
の
者
が
一
、二
八
〇
万
八
千

人
（
六
五
歳
以
上
の
者
の
四
二
・
三
％
）
と

最
も
多
く
、
次
い
で
「
夫
婦
の
み
の
世

帯
」（
夫
婦
の
両
方
又
は
一
方
が
六
五
歳
以

上
）
の
者
が
一
、一
三
四
万
九
千
人

（
同
三
七
・
五
％
）、「
単
独
世
帯
」
の
者

が
四
八
六
万
八
千
人
（
同
一
六
・
一
％
）

の
順
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
年
齢
別
に
見

表17　世帯構造別に見た65歳以上の者のいる世帯数の構成割合

※　平成24年・国民生活基礎調査に基づくデータから筆者が作成

表18　性別にみた65歳以上の者の単独世帯数の構成割合

※　平成24年・国民生活基礎調査に基づくデータから筆者が作成

一
五
四



高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
四
一
三
）

る
と
、「
七
五
歳
以
上
」
の
者
は
「
六
五
〜

七
四
歳
」
の
者
に
比
べ
、「
単
独
世
帯
」「
子
夫

婦
と
同
居
」
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
（
表

20
）。平

成
二
三
年
の
一
世
帯
当
た
り
の
平
均
所
得

金
額
（
福
島
県
を
除
く
）
は
、「
全
世
帯
」
が

五
四
八
万
二
千
円
で
、「
高
齢
者
世
帯
」
が

三
〇
三
万
六
千
円
、「
児
童
の
い
る
世
帯
」
が

六
九
七
万
円
で
あ
っ
た
（
表
21
（
13
）

）。

高
齢
者
世
帯
の
一
世
帯
当
た
り
の
平
均
所
得

金
額
は
、
四
二
七
万
二
千
円
で
、
世
帯
人
員
一

人
当
た
り
の
平
均
所
得
金
額
は
、
一
九
〇
万
六

千
円
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
全
世
帯
平

均
金
額
は
、
五
四
八
万
二
千
円
、
二
〇
八
万
三

千
円
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
所
得
の
種
類
別
に
見
た
も
の
が
、
次

の
表
22
で
あ
る
が
（
福
島
県
を
除
く
）、
全
世
帯

表19　性・年齢別にみた65歳以上の者の単独世帯数の構成割合

※　平成24年・国民生活基礎調査に基づくデータから筆者が作成

表20　年齢別・家族形態別にみた65歳以上の者の構成割合

※　平成24年・国民生活基礎調査に基づくデータから筆者が作成

一
五
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
一
四
）

表21　平成23年の 1世帯当たりの平均所得金額（福島県を除く）

14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年

全世帯 589.3 579.7 580.4 563.8 566.8 556.2 547.5 549.6 538.0 548.2

高齢者世帯 304.6 290.9 296.1 301.9 306.3 298.9 297.0 307.9 307.2 303.6

児童のいる世帯 702.7 702.6 714.9 718.0 701.2 691.4 688.5 697.3 658.1 697.0

1 世帯当たりの平均所得金額の年次推移

※　平成24年・国民生活基礎調査に基づくデータから筆者が作成

1 世帯当たりの平均所得金額（万円）

総所得 稼働所得 公的年金・
恩給 財産所得

年金以外の
社会保障給
付金

仕送り・
企業年金・
個人年金・
その他の
所得

全世帯 548.2 409.5 100.7 16.3 8.6 13.2

高齢者世帯 303.6 59.2 209.8 17.6 2.3 14.6

児童のいる世帯 697.0 626.2 27.1 11.2 25.8 6.8

表22　 1 世帯当たりの所得金額の構成割合（％）

全世帯 100.0 74.7 18.4 3.0 1.6 2.4

高齢者世帯 100.0 19.5 69.1 5.8 0.8 4.8

児童のいる世帯 100.0 89.8 3.9 1.6 3.7 1.0

※　平成24年・国民生活基礎調査に基づくデータから筆者が作成

一
五
六



高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
四
一
五
）

で
は
「
稼
働
所
得
」
が
七
四
・
七
％
、「
公
的
年
金
・
恩
給
」
が

一
八
・
四
％
で
あ
る
が
、
高
齢
者
世
帯
で
は
「
公
的
年
金
・
恩
給
」
が

六
九
・
一
％
、「
稼
働
所
得
」
が
一
九
・
五
％
と
な
っ
て
い
る
。

生
活
意
識
別
に
世
帯
数
（
福
島
県
を
除
く
）
の
割
合
を
み
る
と
、「
苦
し

い
」（「
大
変
苦
し
い
」
と
「
や
や
苦
し
い
」
を
足
し
た
も
の
）
答
え
た
世
帯
の

割
合
は
、「
全
世
帯
」
で
は
六
〇
・
四
％
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
児
童

の
い
る
世
帯
」
が
六
五
・
三
％
、「
高
齢
者
世
帯
」
が
五
四
・
〇
％
と
な
っ

て
い
る
（
表
23
）。

世
帯
類
型
別
生
活
保
護
受
給
世
帯
数
の
推
移
で
見
る
と
、
平
成
一
四
年

度
に
比
し
、
二
五
年
三
月
で
は
、「
そ
の
他
の
世
帯
」
の
割
合
平
成
一
四

年
度
よ
り
も
二
一
六
・
〇
八
〇
世
帯
増
加
し
、
被
保
護
世
帯
全
体
に
占
め

る
割
合
で
は
、
一
〇
・
一
ポ
イ
ン
ト
と
大
き
く
増
加
し
て
い
る
（
表
24
）。

高
齢
者
世
帯
は
、
平
成
一
四
年
度
に
比
し
三
〇
一
・
六
〇
六
世
帯
増
加
し

た
も
の
の
一
・
五
ポ
イ
ン
ト
減
少
し
て
い
る
。
高
齢
者
世
帯
の
増
加
は
、

就
労
に
よ
る
経
済
的
自
立
が
容
易
で
な
い
高
齢
者
な
ど
が
増
加
し
て
い
る

こ
と
が
そ
の
背
景
に
あ
る
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
。

こ
の
様
な
状
況
を
受
け
て
、「
老
後
に
明
る
い
見
通
し
を
持
っ
て
い
る
」

表23　生活意識別世帯数

大変苦しい やや苦しい 普　通 ややゆとりが
ある

大変ゆとりが
ある

全世帯 28.6 31.8 35.8 3.5 0.4

高齢者世帯 25.2 28.8 42.7 2.8 0.5

児童のいる世帯 31.3 34.0 31.6 2.8 0.2

生活意識別に見た世帯数の構成割合

※　平成24年・国民生活基礎調査に基づくデータから筆者が作成

一
五
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
一
六
）

か
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
平
成
二
〇
年
に
「
明
る

い
見
通
し
を
持
っ
て
い
な
い
」（「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
で
は
な
い
」「
全
く
そ
う
で
は
な
い
」
を
足
し
た
も

の
）
が
八
七
・
九
％
で
あ
っ
た
が
、
平
成
二
三
年
で

は
八
五
・
〇
％
と
二
・
九
ポ
イ
ン
ト
減
少
し
て
い
る
者

の
、
将
来
に
明
る
い
見
通
し
を
も
っ
て
い
る
者
が
少

な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。（
表
25
）。

こ
こ
で
、
警
視
庁
が
実
施
し
た
「
身
近
な
犯
罪
の

防
止
と
規
範
意
識
の
向
上
」
に
つ
い
て
に
関
す
る
調

査
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
（
14
）

。

こ
の
調
査
に
よ
る
と
、
万
引
き
の
原
因
と
し
て
、

「
規
範
意
識
の
低
下
」
が
七
八
・
五
％
と
最
も
高
く
、

次
い
で
「
保
護
者
の
し
つ
け
や
教
育
の
不
十
分
」
が

六
七
・
一
％
の
順
で
あ
っ
た
。
高
齢
者
に
関
し
て
み

る
と
、「
社
会
か
ら
の
孤
立
感
を
抱
え
た
高
齢
者
の

増
加
」
が
五
四
・
九
％
、「
経
済
状
況
の
悪
化
」
が

五
三
・
九
％
と
な
っ
て
い
る
点
が
注
目
に
値
す
る

表24　世帯類型別生活保護受給世帯数の推移

被保護
世帯総数 高齢者世帯 母子世帯 傷病・

障害者世帯
その他の
世帯

平成14年度
869,637 402,835 75,097 319,302 72,403

100（％） 46.3 8.6 36.7 8.3

平成25年 3 月
1,571,894 704,442 111,776 467,193 288,483

100 44.8 7.1 29.7 18.4

平成25年版厚生労働白書から筆者が作成

表25　老後の見通し

※　平成24年・国民生活基礎調査に基づくデータから筆者が作成

一
五
八



高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
四
一
七
）

（
表
26
）。

警
視
庁
の
こ
の
調
査
に
よ
る
と
、
高
齢

者
の
無
職
率
は
、
調
査
対
象
高
齢
者

二
〇
四
名
中
一
八
七
名
（
九
一
・
七
％
）
と

高
く
、
何
ら
か
の
収
入
を
得
て
い
る
者
は

六
六
名
（
三
二
・
四
％
）、
生
活
保
護
を
受

け
て
い
る
者
は
三
八
名
（
一
八
・
六
％
）
で

あ
っ
た
。
生
活
実
態
で
み
る
と
、「
困
窮
」

（「
困
窮
」
と
「
や
や
困
窮
」
を
足
し
た
も
の
）

が
四
九
・
〇
％
と
「
普
通
」
の
四
七
・
五

パ
ー
セ
ン
ト
を
上
回
っ
て
い
る
（
表
27
）。

な
お
、
経
済
状
況
の
悪
化
は
、
高
齢
者
に

と
っ
て
深
刻
な
問
題
で
、
就
労
機
会
の
減

少
と
加
齢
に
伴
う
医
療
負
担
が
増
加
し
て

い
る
こ
と
も
そ
の
背
景
に
あ
っ
て
、
犯
行

時
に
所
持
金
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
万

引
き
を
し
た
理
由
と
し
て
、「
所
持
金
が

表26　万引きが多発している原因は何か（複数回答可）

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成

表27　生活実態

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成

一
五
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
一
八
）

あ
る
が
使
い
た
く
な
い
」
が

四
八
・
〇
％
、「
所
持
金
は
あ
る
が
、

余
裕
は
な
い
」
が
一
四
・
七
％
も

い
た
こ
と
と
も
符
合
す
る
。

交
遊
関
係
で
み
る
と
、
友
人
が

「
い
な
い
」
と
し
た
者
が
全
体
の

五
二
・
九
％
、
次
い
で
「
少
な
い
」

が
三
六
・
八
％
で
（
表
28
）、「
相

談
で
き
る
相
手
」
が
い
る
か
に
つ

い
て
、「
無
し
」
が
四
八
・
〇
％
で

あ
る
（
表
29
）
こ
と
を
合
わ
せ
考

え
る
と
、
高
齢
者
は
孤
立
し
た
生

活
を
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

こ
の
こ
と
は
、
六
五
歳
か
ら
七
四

歳
の
高
齢
者
で
単
独
世
帯
が

一
三
・
五
％
、
夫
婦
の
み
世
帯
が

四
三
・
〇
％
、
七
五
歳
以
上
の
後

表28　交遊関係

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成

表29　相談できる相手

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成

一
六
〇



高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
四
一
九
）

期
高
齢
者
世
帯
で
見
る
と
単

独
世
帯
が
一
八
・
九
％
、
夫

婦
の
み
世
帯
が
三
一
・
五
％

も
い
る
こ
と
と
符
合
す
る
。

「
受
け
た
い
社
会
的
支
援
」

に
つ
い
て
複
数
回
答
で
尋
ね

た
結
果
で
は
、「
無
し
」
が

五
六
・
八
％
と
最
も
多
い
が
、

「
生
活
保
護
」
一
三
・
六
％
、

「
介
護
」
七
・
八
％
、「
医
療
」

四
・
九
％
、「
就
労
」
三
・
九
％

の
順
で
社
会
的
支
援
を
求
め

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

次
い
で
、「
生
き
甲
斐
」
に

つ
い
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

「
高
齢
者
」
で
は
五
〇
・
五
％

の
者
が
「
生
き
甲
斐
は
な

表30　受けたい社会的支援

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成

表31　生き甲斐

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成

一
六
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
二
〇
）

い
」
と
し
て
お
り
、「
家
族
」
二
八
・
二
％
、「
人
と
の
触
れ
合
い
」
六
・
三
％
と
「
孤
立
・
孤
独
」
の
裏
返
し
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
こ
と

が
窺
え
る
。「
全
体
」「
少
年
」
で
は
約
四
〇
％
の
者
が
「
生
き
甲
斐
は
な
い
」
と
し
て
い
る
も
の
の
「
家
族
」「
人
と
の
触
れ
合
い
」「
趣

味
」「
仕
事
・
勉
学
」
な
ど
肯
定
的
な
面
も
見
ら
れ
る
。

（
11
） 

高
齢
者
世
帯
と
は
、
男
女
と
も
に
六
五
歳
以
上
（
平
成
一
七
年
三
月
以
前
は
、
男
六
五
歳
以
上
、
女
六
〇
歳
以
上
）
の
者
の
み
で
構
成
さ
れ
て

い
る
世
帯
か
、
こ
れ
ら
に
一
八
歳
未
満
の
者
が
加
わ
っ
た
世
帯
を
い
う
。（
厚
生
労
働
白
書
・
平
成
二
五
年
版
二
六
六
頁
）

（
12
） 

鈴
木
定
光
「
高
齢
者
犯
罪
の
特
徴
と
傾
向
に
つ
い
て｣

警
察
学
論
集
第
六
七
巻
六
号
八
六
頁
〜
九
二
頁
に
も
高
齢
者
の
お
か
れ
て
い
る
現
状
に

つ
い
て
の
分
析
が
あ
る
。

（
13
） 

平
成
二
四
年
・
国
民
生
活
基
礎
調
査
に
お
け
る
所
得
と
は
、
平
成
二
三
年
一
月
一
日
か
ら
一
二
月
三
一
日
ま
で
の
一
年
間
の
所
得
を
い
う
。

（
14
） 

調
査
は
「
平
成
二
四
年
度
け
い
し
ち
ょ
う
安
全
安
心
モ
ニ
タ
ー
」
九
五
〇
名
に
対
し
、
平
成
二
四
年
一
二
月
一
九
日
か
ら
二
八
日
ま
で
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
実
施
さ
れ
、
八
六
五
名
（
有
効
回
答
率
九
一
・
一
％
）
で
実
施
さ
れ
た
。

4
．
高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
を
防
ぐ
た
め
の
方
策
に
つ
い
て

万
引
き
の
被
害
に
遭
い
や
す
い
店
舗
の
要
因
と
し
て
、
従
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
項
目
と
し
て
、
次
の
四
つ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
（
15
）

。
①
監
視
性
の
確
保
が
十
分
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
②
接
近
制
御
が
十
分
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
③
領
域
性
の
強
化
が
不
十

分
で
あ
る
こ
と
、
④
被
害
対
象
物
の
強
化
が
不
十
分
な
こ
と
の
四
点
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
①
に
つ
い
て
は
、
店
舗
の
作
り
の
点
か
ら

は
商
品
の
陳
列
棚
と
レ
ジ
（
店
員
の
目
線
）
が
並
行
で
な
い
こ
と
か
ら
見
通
せ
な
い
店
舗
内
の
商
品
陳
列
の
現
状
が
あ
る
、
ま
た
、
商
品

一
六
二



高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
四
二
一
）

の
陳
列
が
綺
麗
に
な
さ
れ
て
い
な
い
（
乱
雑
な
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
）
こ
と
、
さ
ら
に
は
店
頭
や
歩
道
に
ま
で
商
品
が
置
か
れ
て
い
る
等
で

あ
る
。
②
に
つ
い
て
は
、
出
入
管
理
の
た
め
の
防
犯
セ
ン
サ
ー
や
ゲ
ー
ト
の
設
置
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
や
防
犯
カ
メ
ラ
が
設
置
さ
れ

て
い
て
も
電
源
が
入
っ
て
い
な
か
っ
た
り
、
ダ
ミ
ー
で
あ
る
場
合
が
多
い
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
③
に
つ
い
て
は
、
店
員
に
対
す
る
防
犯
意

識
の
涵
養
や
対
処
方
法
の
研
修
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
や
店
員
の
数
が
少
な
く
巡
回
が
十
分
に
で
き
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

④
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
高
額
な
商
品
に
は
電
子
タ
グ
を
付
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
コ
ン
ビ
ニ
や
ス
ー
パ
ー
な
ど
の
食
料
品
や
生
活

用
に
こ
れ
ら
を
付
け
る
こ
と
は
、
コ
ス
ト
の
面
か
ら
も
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
、
と
い
っ
た
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
克
服
す
る
た
め
に
ど
の
様
な
こ
と
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
見
通
し
を
確
保
す
る
た
め
に

防
犯
ミ
ラ
ー
や
防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
す
る
こ
と
、
常
に
商
品
の
陳
列
が
綺
麗
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
、
商
品
の
補
充
を
兼
ね
た
巡
回
を
行
う
、

店
頭
や
歩
道
に
ま
で
商
品
を
並
べ
な
い
等
の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
近
で
は
、
買
い
物
か
ご
の
色
を
レ
ジ
打
ち
前
と
レ
ジ

打
ち
後
、
例
え
ば
レ
ジ
打
ち
前
は
青
、
レ
ジ
打
ち
後
は
黄
色
の
カ
ゴ
と
い
う
形
で
使
い
分
け
る
例
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
比

較
的
高
価
な
商
品
に
は
電
子
タ
グ
を
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
店
舗
外
へ
の
持
ち
出
し
を
防
ぐ
措
置
を
取
る
こ
と
も
一
般
的
に
な
さ
れ
て

い
る
。
衣
料
品
に
関
し
て
は
、
試
着
室
を
支
払
い
カ
ウ
ン
タ
ー
の
近
く
に
配
置
す
る
な
ど
従
業
員
の
目
が
行
き
届
く
と
こ
ろ
に
配
置
す
る

例
が
増
え
て
き
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
措
置
も
、
店
舗
規
模
に
よ
っ
て
は
、
実
施
が
困
難
な
場
合
が
有
り
、
特
に
人
員
を
増
員
さ
せ
た
り
、
防
犯
カ
メ
ラ

を
開
店
時
間
中
に
稼
働
さ
せ
て
お
く
こ
と
の
費
用
対
効
果
の
点
か
ら
ダ
ミ
ー
の
防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
し
た
り
、
カ
メ
ラ
自
体
は
本
物
で
も

電
源
を
入
れ
て
い
な
い
店
舗
も
見
ら
れ
る
。
商
品
の
店
舗
外
へ
の
持
ち
出
し
を
防
止
す
る
た
め
の
防
犯
ゲ
ー
ト
に
お
い
て
も
、
同
様
に
電

源
が
入
っ
て
い
な
い
店
舗
も
見
ら
れ
る
の
が
実
情
で
あ
る
。

一
六
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
二
二
）

万
引
き
を
防
ぐ
た
め
の
方
策
と
し
て
、

ど
の
様
な
こ
と
が
必
要
か
に
関
し
て
、
平

成
二
四
年
度
に
警
視
庁
が
実
施
し
た
「
身

近
な
犯
罪
防
止
と
規
範
意
識
の
向
上
」
調

査
に
よ
る
と
、「
店
舗
の
防
犯
対
策
の
甘

さ
」
は
一
七
・
九
％
で
あ
っ
た
が
、「
万
引

き
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
ど
の
様
な
こ
と
に

最
も
力
を
入
れ
る
べ
き
か
」
と
の
質
問
に

対
し
て
は
、「
店
員
に
よ
る
声
掛
け
や
防

犯
カ
メ
ラ
の
設
置
な
ど
万
引
き
を
さ
せ
な

い
店
づ
く
り
」
が
三
六
・
三
％
と
最
も
高

く
、
次
い
で
「
少
年
へ
の
指
導
や
教
育
に

よ
る
規
範
意
識
の
向
上
」
が
二
一
・
〇
％
、

「
万
引
き
犯
人
の
警
察
へ
の
引
渡
し
の
徹

底
」
が
一
九
・
五
％
の
順
で
多
か
っ
た

（
表
27
）。

「
こ
う
さ
れ
た
ら
万
引
き
を
断
念
し
た
」

表27　万引きを防ぐための方策（再掲）

店員による声掛けや防犯カメラの設置など万引きをさせない店づくり 36.3

少年への指導や境域による規範意識の向上 21.0

万引き犯人の警察への引渡しの徹底 19.5

リサイクルショップなどによる万引きした商品を買取りしない取組み 11.4

新聞やテレビによる広報やキャンペーンの実施 5.7

その他 6.0

一
六
四



高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
四
二
三
）

に
つ
い
て
は
、「
店
員
か
ら
の
声
掛
け
」
が
高
齢
者
で
も
少
年
で
も
い
ず
れ
も
最
も
高
く
「
全
体
」
で
六
一
・
九
％
、「
少
年
」
で

六
〇
・
四
％
、「
高
齢
者
」
で
六
五
・
二
％
で
あ
っ
た
。
次
い
で
高
か
っ
た
の
は
、「
警
備
員
の
配
置
」
で
「
全
体
」
で
は
一
六
・
九
％
、「
少

年
」
で
一
八
・
九
％
、「
高
齢
者
」
で
一
一
・
三
％
で
あ
っ
た
が
、「
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
」
に
関
し
て
は
、「
高
齢
者
」
は
〇
・
〇
％
で
阻
害

要
因
と
は
な
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
（
前
掲
表
10
）。
計
画
性
が
あ
ま
り
な
い
高
齢
者
で
は
、
防
犯
カ
メ
ラ
が
設
置
さ
れ
て
い
る
か
否
か
、

稼
働
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
関
心
や
意
識
が
低
く
む
し
ろ
「
店
員
か
ら
の
声
掛
け
」
が
有
効
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
こ
で
、
例
え
ば
、
警
視
庁
で
は
、
平
成
二
一
年
一
二
月
二
日
、「
東
京
万
引
き
防
止
官
民
合
同
会
議
」
が
開
催
さ
れ
、
官
民
挙
げ
て
、

万
引
き
に
関
す
る
総
合
的
な
対
策
を
推
進
す
る
た
め
、
警
察
、
自
治
体
、
各
業
界
団
体
、
関
係
機
関
・
団
体
等
が
相
互
に
連
携
し
た
取
組

を
展
開
す
る
た
め
、「
東
京
万
引
き
防
止
官
民
合
同
会
議
」
を
設
置
し
、
以
後
、
毎
年
、
万
引
き
防
止
対
策
に
向
け
た
会
議
を
開
催
し
て

い
る
。
①
毎
月
二
〇
日
を
「
万
引
き
ゼ
ロ
の
日｣

と
定
め
、
警
察
、
自
治
体
、
小
売
店
舗
、
学
校
、
地
域
住
民
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
等

と
連
携
し
て
、
地
域
社
会
総
ぐ
る
み
に
よ
る
万
引
き
防
止
対
策
を
推
進
し
て
い
る
。
②
「
万
引
き
防
止
の
た
め
の
防
犯
責
任
者
養
成
講

座
」
を
開
催
し
、「
万
引
き
さ
れ
な
い
店
づ
く
り
」
を
推
進
す
る
た
め
、
小
売
店
舗
等
の
防
犯
責
任
者
（
店
長
）
等
を
対
象
に
、
ソ
フ
ト

対
策
編
（
万
引
き
防
止
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
）、
ハ
ー
ド
対
策
編
（
防
犯
環
境
設
計
基
準
）、
捕
捉
時
の
対
応
と
地
域
の
絆
づ
く
り
等
に
つ
い
て
研

修
を
行
い
、
修
了
者
に
は
、
受
講
修
了
証
を
発
行
し
て
い
る
。
③
万
引
き
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の
パ
ト
ロ
ー
ル
活
動
や
地
域
住
民
へ

の
万
引
き
防
止
の
声
掛
け
、
防
犯
指
導
等
に
活
用
す
る
た
め
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
用
の
「
万
引
き
防
止
パ
ト
ロ
ー
ル
マ
ニ
ュ
ア
ル
」

（
冊
子
）
や
「
な
る
ほ
ど
な
っ
と
く
パ
ト
ロ
ー
ル
」（
Ｄ
Ｖ
Ｄ
）
を
作
成
し
、
都
内
の
各
警
察
署
に
配
布
し
て
い
て
い
る
。

ま
た
、
福
島
県
警
で
は
、
福
島
県
万
引
き
防
止
協
議
会
の
取
り
組
み
と
し
て
、
①
店
舗
内
全
体
の
視
認
性
の
確
保
の
た
め
に
、
店
舗
内

全
体
が
暗
い
と
視
認
性
が
悪
く
な
り
、
万
引
き
が
発
生
し
や
す
く
な
る
こ
と
か
ら
、
照
明
に
配
慮
す
る
こ
と
を
呼
び
か
、
②
防
犯
表
示
に

一
六
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
二
四
）

よ
る
注
意
喚
起
は
、
従
業
員
の
声
か
け
に
比
べ
、
表

現
し
に
く
い
事
項
で
も
抵
抗
感
を
与
え
る
こ
と
な
く

訴
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ほ
と
ん
ど

の
店
舗
で
掲
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

③
防
犯
ミ
ラ
ー
を
レ
ジ
か
ら
比
較
的
近
い
場
所
で
、

十
分
な
視
認
性
が
確
保
で
き
な
い
場
所
に
設
置
し
、

④
従
業
員
や
警
備
員
の
声
か
け
に
よ
る
ア
ピ
ー
ル
に

よ
っ
て
、
サ
ー
ビ
ス
面
の
向
上
効
果
も
図
る
こ
と
が

で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、「
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
せ
、
何
か
お
探
し
で
し
ょ
う
か
。」「
本
日

お
薦
め
商
品
は
、
こ
ち
ら
で
す
。」
な
ど
と
、
相
手

の
顔
を
見
て
明
る
く
笑
顔
で
接
す
る
こ
と
」
が
望
ま

し
い
。

⑤
店
内
放
送
を
利
用
し
た
声
か
け
も
効
果
が
期
待

で
き
る
。
例
え
ば
、「
毎
度
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
当
店
で
は
お
客
様
に
安
心
し
て
お
買
い
物
を
お

楽
し
み
頂
け
ま
す
よ
う
、
警
備
員
が
巡
回
し
て
お
り

一
六
六



高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
四
二
五
）

ま
す
。
ご
用
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
気
軽
に
声
を
お
掛
け
く
だ
さ
い
。」

等
で
あ
る
。
ま
た
、
従
業
員
や
警
備
員
に
よ
る
店
内
巡
回
は
、
万
引

き
被
害
の
多
い
商
品
コ
ー
ナ
ー
や
商
品
を
持
ち
込
ま
れ
や
す
い
ト
イ

レ
、
休
憩
所
な
ど
を
重
点
的
に
巡
回
す
る
事
が
望
ま
し
い
。
と
指
導

に
努
め
て
い
る
。

ま
た
、
福
島
県
警
で
は
、
高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
が
増
加
傾
向
に

あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
広
く
社
会
全
体
に
注
意
喚
起
し
、
高
齢
者
自

身
の
規
範
意
識
の
向
上
を
目
的
に
、
関
係
機
関
・
団
体
等
の
協
力
の

下
、
高
齢
者
自
身
に
よ
る
高
齢
者
に
対
す
る
防
犯
広
報
・
防
犯
指
導

を
実
施
す
る
「
万
引
き
防
止
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
」
制
度
を
平
成
二
五
年

度
か
ら
導
入
し
た
。
二
五
年
五
月
一
日
現
在
、
県
内
で
七
二
七
名
の

万
引
き
防
止
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
、
老
人
ク
ラ
ブ
等
に
お
け
る
座
談
会

で
防
犯
講
話
を
行
う
な
ど
の
活
動
を
実
施
し
て
い
る
（
16
）

。

さ
ら
に
、
岡
山
県
警
で
は
、
県
内
の
関
係
機
関
・
団
体
等
（
17
）

を
一
堂

に
集
め
た
「
犯
罪
の
起
き
に
く
い
社
会
づ
く
り
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」
を

開
催
し
、
高
齢
者
の
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
た
め
の
方
策
に
つ
い

て
協
議
し
、
行
動
計
画
を
取
り
ま
と
め
て
い
る
。
行
動
計
画
に
は
、

一
六
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
二
六
）

高
齢
者
を
犯
罪
の
加
害
者
に
さ
せ
な
い
た
め
の
実
施
事
項
と
し
て
、
個
別
訪
問
に
よ
る
啓
発
活
動
や
地
域
住
民
や
高
齢
者
同
士
の
触
れ
合

い
の
場
の
創
造
に
よ
る
孤
立
の
防
止
等
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

警
視
庁
を
は
じ
め
各
道
府
県
警
察
本
部
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
特
徴
を
踏
ま
え
、
万
引
き
防
止
に
向
け
た
官
民
挙
げ
て
の
総
合
的

な
対
策
の
強
化
が
図
ら
れ
て
い
る
（
18
）

が
、「
万
引
き
は
犯
罪
で
あ
る
」
と
の
規
範
意
識
を
周
知
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
は
、
社
会
集
団
へ
の
帰

属
意
識
や
連
帯
感
の
共
有
が
前
提
と
な
る
こ
と
か
ら
、
社
会
か
ら
「
孤
立
」
し
て
い
る
「
阻
害
」
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
人
々
や
支

え
合
う
家
族
や
仲
間
が
い
な
い
人
に
対
し
て
は
、
行
政
、
地
域
住
民
、
民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
と
連
携
し
た
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
る
。

と
り
わ
け
、
高
齢
者
世
帯
に
関
し
て
は
、「
孤
立
」
や
「
将
来
へ
の
不
安
」
が
高
い
こ
と
か
ら
、
訪
問
支
援
や
引
き
こ
も
り
対
策
な
ど
の

重
畳
的
な
社
会
支
援
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
コ
ン
ビ
ニ
や
ス
ー
パ
ー
な
ど
の
小
売
店
舗
に
お
い
て
は
、
万
引
き

を
さ
せ
な
い
環
境
づ
く
り
が
な
お
一
層
求
め
ら
れ
て
い
る
。

イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
ド
ー
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
セ
ブ
ン
＆
ア
イ
Ｈ
Ｌ
Ｄ
Ｓ
の
成
田
氏
は
効
果
的
な
万
引
対
策
と
し
て
次
の
一
〇
の
ポ
イ

ン
ト
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
（
19
）

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
捕
ま
っ
た
万
引
犯
が
警
察
に
話
し
た
内
容
に
よ
る
と
、
万
引
を
し
よ
う
と
思
う
店
に

は
、
①
盗
れ
る
も
の
が
あ
る　

②
人
が
い
な
い　

③
誰
か
ら
も
見
ら
れ
て
な
い　

④
声
を
掛
け
ら
れ
な
い
、
な
ど
の
特
長
が
あ
る
。
つ
ま

り
そ
れ
ら
の
逆
に
す
れ
ば
、
万
引
犯
が
最
も
嫌
が
る
環
境
と
な
る
と
言
う
も
の
で
あ
る
。

①　

客
主
体
の
売
場
作
り

何
よ
り
接
客
に
最
大
の
力
を
入
れ
る
こ
と
。
ほ
と
ん
ど
の
客
は
万
引
す
る
意
思
な
ど
な
い
わ
け
で
、
こ
の
客
を
ど
う
も
て
な
す
か
を
第

一
に
考
え
る
。
ま
た
盗
ま
れ
に
く
い
陳
列
の
仕
方
に
な
っ
て
い
る
か
、
従
業
員
の
人
員
配
置
に
つ
い
て
盲
点
が
な
い
か
、
契
約
と
実
際
の

一
六
八



高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
四
二
七
）

人
員
配
置
が
違
っ
て
な
い
か
、
な
ど
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
店
舗
側
に
伝
え
る
。

②　

整
理
整
頓
さ
れ
た
作
業
環
境

客
が
見
や
す
い
、
買
い
や
す
い
売
場
に
す
る
こ
と
。
い
つ
何
を
盗
ま
れ
た
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
売
場
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
そ

し
て
バ
ッ
ク
ル
ー
ム
も
き
ち
ん
と
片
付
け
て
お
く
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
従
業
員
は
商
品
を
探
す
必
要
が
な
く
な
る
の
で
、
売
場
に

立
つ
時
間
が
増
え
る
。

③　

客
に
関
心
を
持
つ
こ
と
が
最
大
の
防
犯
（
万
引
）
対
策

保
安
は
専
任
で
二
〜
三
人
し
か
い
な
い
が
、
従
業
員
は
三
〇
〇
〜
四
〇
〇
人
い
る
。
従
業
員
全
員
の
関
心
を
客
に
向
け
る
よ
う
に
す
る
。

そ
れ
が
万
引
対
策
に
も
つ
な
が
る
。

④　

自
分
の
財
産
と
同
じ
考
え
で
売
場
商
品
を
扱
う

会
社
・
店
の
商
品
と
し
て
見
る
と
「
ヒ
ト
の
物
」
と
い
う
意
識
に
な
り
が
ち
だ
。
そ
こ
で
「
自
分
の
物
」
と
同
様
に
扱
う
こ
と
が
大
事

だ
。⑤　

組
織
で
の
役
割
分
担
と
目
標
設
定

自
分
た
ち
は
何
の
た
め
に
組
織
を
組
ん
だ
の
か
、
取
組
み
を
実
行
で
き
た
か
、
実
行
し
た
こ
と
が
自
分
の
目
標
に
合
っ
て
い
た
か
、
次

は
ど
こ
を
ど
の
よ
う
に
修
正
し
た
ら
よ
い
か
。
こ
に
よ
う
に
分
析
す
る
こ
と
が
大
切
だ
。

⑥　

重
点
売
場
・
時
間
帯
の
明
確
化
と
情
報
共
有

客
の
相
手
を
積
極
的
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
時
間
帯
、
万
引
が
さ
れ
や
す
い
売
場
・
時
間
帯
な
ど
を
従
業
員
全
員
が
把
握
し
、
穴
を

な
く
す
こ
と
が
必
要
。

一
六
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
二
八
）

⑦　

人
と
カ
メ
ラ
の
連
動
に
よ
り
防
犯
の
相
乗
効
果

こ
れ
が
今
一
番
、
防
犯
に
効
果
を
あ
げ
て
い
る
方
法
で
、
現
場
の
営
業
に
も
役
に
立
っ
て
い
る
。
盗
ま
れ
や
す
い
商
品
に
つ
い
て
は
従

業
員
が
不
審
に
思
っ
た
と
き
に
ボ
タ
ン
を
押
す
な
ど
操
作
す
る
と
、
そ
の
方
向
を
向
く
カ
メ
ラ
を
設
置
し
て
い
る
。

接
客
こ
そ
最
強
の
防
犯
手
段
と
い
う
視
点
か
ら
、
次
の
三
点
を
挙
げ
て
い
る
。

⑧　

デ
ー
タ
に
基
づ
い
た
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
フ
ォ
ロ
ー
体
制

抽
象
的
な
言
葉
の
み
で
「
万
引
対
策
が
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
」
の
判
断
は
や
め
る
。
必
ず
数
値
化
し
て
、
そ
の
デ
ー
タ
に
基
づ
き
店

と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
は
か
る
こ
と
が
重
要
だ
。

⑨　

誰
で
も
判
る
防
犯
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル
化

万
引
対
策
用
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
イ
ラ
ス
ト
な
ど
を
盛
り
込
ん
で
、
誰
で
も
理
解
で
き
る
よ
う
な
わ
か
り
や
す
い
も
の
に
す
る
。
保
安
担

当
者
に
は
売
場
に
行
っ
た
ら
「
売
れ
筋
の
商
品
は
ど
れ
か
、
ど
う
い
う
万
引
対
策
が
必
要
か
、
売
場
担
当
者
に
聞
き
な
さ
い
」
と
伝
え
て

い
る
。
指
導
す
る
よ
り
聞
い
て
ま
わ
っ
た
方
が
遥
か
に
万
引
対
策
に
効
果
的
な
の
だ
。

⑩　

主
体
性
の
あ
る
人
と
機
械
の
活
用

警
備
員
に
、
自
分
が
そ
こ
に
い
る
目
的
は
何
か
、
自
分
は
最
終
的
に
何
の
目
標
に
向
か
っ
て
進
む
の
か
、
を
確
認
さ
せ
て
主
体
性
を
持

た
せ
る
こ
と
が
大
事
だ
。

（
15
） 

こ
れ
ら
の
項
目
は
、
安
全
な
街
作
り
や
犯
罪
被
害
に
遭
い
に
く
い
住
宅
な
ど
を
考
え
る
際
の
基
本
的
な
理
論
と
し
て
使
わ
れ
て
き
て
い
る
防
犯

環
境
設
計
理
論
で
提
唱
さ
れ
て
き
た
考
え
方
が
そ
の
背
景
に
あ
る
。
な
お
、
防
犯
環
境
設
計
理
論
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
安
全
・
安
心
な
街
作
り
の

一
七
〇



高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
四
二
九
）

現
状
と
課
題
」
日
本
法
学
第
六
九
巻
四
号
一
六
二
頁
の
注（
15
）を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
16
） 

警
察
白
書
・
平
成
二
五
年
版
五
三
頁
参
照

（
17
） 
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
事
業
者
等
で
あ
る
。

（
18
） 
平
成
二
二
年
九
月
三
日
に
、「
万
引
き
防
止
に
向
け
た
総
合
的
な
対
策
の
強
化
に
つ
い
て
」
警
察
庁
丁
生
企
発
第
四
〇
七
号
が
出
さ
れ
、
⑴
万

引
き
を
さ
せ
な
い
社
会
作
り
の
推
進
、
⑵
適
切
な
事
件
処
理
の
推
進
の
指
示
が
出
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
⑴
万
引
き
を
さ
せ
な
い
社
会
作
り
の

推
進
で
は
、
①
万
引
き
を
許
さ
な
い
社
会
機
運
の
醸
成
を
図
る
た
め
に
、
官
民
挙
げ
て
の
様
々
な
取
り
組
み
を
求
め
、
②
万
引
き
に
対
す
る
規
範
意

識
の
向
上
と
社
会
の
絆
の
強
化
、
③
小
売
店
舗
に
お
け
る
防
犯
対
策
の
推
進
が
求
め
ら
れ
た
。

（
19
） 

日
本
万
引
防
止
シ
ス
テ
ム
協
会
（
山
村
秀
彦
会
長
）
が
、
平
成
二
五
年
三
月
七
日
に
東
京
有
明
で
開
催
し
た
「
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
シ
ョ
ー

二
〇
一
三
」
の
中
で
「
万
引
対
策
が
す
す
む
一
〇
の
ポ
イ
ン
ト
」
と
題
し
て
、
セ
ミ
ナ
ー
を
行
っ
た
。

5
．
ま
と
め

│
居
場
所
を
作
る
方
策
を
通
し
て
万
引
き
防
止
に
繋
げ
る

│

ド
イ
ツ
の
刑
法
学
者
で
あ
る
リ
ス
ト
（
20
）

は
、「
最
良
の
刑
事
政
策
と
は
最
良
の
社
会
政
策
で
あ
る
」
と
の
名
言
を
残
し
、
救
貧
を
始
め
と

し
た
社
会
環
境
の
改
善
が
犯
罪
を
抑
止
す
る
の
に
最
も
有
効
で
あ
る
と
説
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
対
策

は
、
ま
さ
に
こ
の
手
法
に
よ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
言
え
る
。
高
齢
者
が
万
引
き
を
行
う
背
景
に
は
、
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
孤

独
」
と
将
来
へ
の
「
不
安
」
が
大
き
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
が
、「
孤
独
」
に
関
し
て
、「
高
齢
者
」
は
二
三
・
九
％
と
高

い
数
値
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
背
景
に
は
、
高
齢
者
の
み
の
世
帯
（
独
居
も
含
む
）
が
独
立
し
て
い
る
子
ど
も
世
帯
や
地
域
と
の
触
れ
合

い
の
な
さ
が
、
自
分
た
ち
に
も
感
心
を
示
し
て
欲
し
い
と
い
う
意
識
が
働
い
て
い
る
側
面
も
指
摘
で
き
よ
う
。
こ
の
点
は
、
犯
罪
弱
者
と

し
て
の
高
齢
者
に
も
該
当
す
る
点
で
も
あ
る
（
21
）

。
ま
た
、
万
引
き
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
こ
と
に
効
果
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
は
、「
店
員

一
七
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
三
〇
）

か
ら
の
声
掛
け
」
が
、「
高
齢
者
」
で
六
五
・
二
％
で
あ
っ
た
。
次
い
で
高
か
っ
た
の
は
、「
警
備
員
の
配
置
」
で
、「
高
齢
者
」
で

一
一
・
三
％
で
あ
っ
た
が
、「
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
」
に
関
し
て
は
、「
高
齢
者
」
は
〇
・
〇
％
で
阻
害
要
因
と
は
な
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
（
表
10
）。
と
こ
ろ
で
、「
高
齢
者
」
が
万
引
を
犯
す
場
所
と
し
て
は
、「
ス
ー
パ
ー
」
が
七
四
・
〇
％
と
最
も
高
く
、
次
い
で
「
コ
ン
ビ

ニ
」
の
八
・
三
％
の
順
で
多
く
、
合
わ
せ
る
と
八
二
・
三
％
と
極
め
て
高
い
数
値
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
高
齢
者
の
行
動
範
囲
が
、

自
宅
周
辺
な
ど
比
較
的
身
近
な
地
域
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
次
に
触
れ
る
被
害
対
象
物
で
も
分
か
る
よ
う
に
「
食
料
品
」
を
購
入
す

る
際
に
利
用
す
る
身
近
な
店
舗
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
も
そ
の
背
景
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
昔
か
ら
あ
る
商
店
街
の
中
の
店
舗
で
は
、
万

引
き
犯
が
商
店
主
な
ど
と
顔
馴
染
み
の
こ
と
も
有
り
、
犯
行
場
所
と
し
て
は
む
し
ろ
ア
ル
バ
イ
ト
等
地
元
民
で
は
な
い
者
が
店
先
に
多
く

い
る
コ
ン
ビ
ニ
・
ス
ー
パ
ー
な
ど
を
選
択
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
現
状
を
踏
ま
え
、
次
の
様
な
対
策
を
是
非
講
じ
て
み
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。
そ
れ
は
、
イ
ー
ト
イ
ン
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
る
こ
と
、

高
齢
者
の
相
談
に
多
角
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
の
拠
点
も
併
設
す
る
こ
と
で
あ
る
。

イ
ー
ト
イ
ン
（
22
）

は
、
業
界
五
位
の
﹇
ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
﹈
が
、
一
九
八
〇
年
の
一
号
店
か
ら
イ
ー
ト
イ
ン
を
推
し
進
め
〝
し
ゃ
べ
れ
る
、
食

べ
れ
る
〞
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
店
舗
展
開
し
、
そ
の
後
、
業
界
三
位
の
﹇
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
﹈
は
、
大
手
三
社
の
中
で
は
最
も
イ
ー
ト
イ

ン
型
店
舗
の
拡
大
に
前
向
き
で
、
二
〇
一
三
年
度
か
ら
、
新
店
舗
の
半
分
以
上
を
イ
ー
ト
イ
ン
タ
イ
プ
に
す
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

﹇
サ
ー
ク
ル
Ｋ
サ
ン
ク
ス
﹈
も
昨
年
か
ら
二
〇
一
五
年
度
へ
向
け
、
イ
ー
ト
イ
ン
型
店
舗
を
現
在
の
約
六
倍
に
当
た
る
五
〇
〇
店
以
上
を

出
店
す
る
計
画
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
、
業
界
ト
ッ
プ
の
﹇
セ
ブ
ン
│

イ
レ
ブ
ン
﹈
や
二
位
の
﹇
ロ
ー
ソ
ン
﹈
の
イ
ー
ト
イ
ン
化
は
、
そ

れ
ぞ
れ
総
店
舗
数
の
一
割
に
も
満
た
な
い
状
況
に
過
ぎ
な
い
。

ス
ペ
ー
ス
の
効
率
化
を
最
優
先
す
る
コ
ン
ビ
ニ
に
と
っ
て
、
一
見
む
だ
と
も
映
る
イ
ー
ト
イ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
に
は
〝
勇
気
〞
が
い

一
七
二



高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
四
三
一
）

る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
一
円
の
利
益
も
生
ま
な
い
、
遊
休
空
間
に
な
り
か

ね
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
長
居
す
る
客
や
学
生
た
ち
の
溜
ま
り
場
的
に

な
っ
て
店
の
イ
メ
ー
ジ
ダ
ウ
ン
に
つ
な
が
る
と
い
う
懸
念
も
。
し
か
し
、
店
内
調
理
品
は
通
常
商
品

よ
り
利
益
率
が
高
い
こ
と
や
、
な
に
よ
り
イ
ー
ト
イ
ン
が
来
店
の
き
っ
か
け
に
な
っ
て
く
れ
て
、
客

層
が
広
が
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
店
側
に
は
充
分
に
う
ま
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

イ
ー
ト
イ
ン
・
ス
ペ
ー
ス
の
現
況
は
、
写
真
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
窓
側
の
壁
面
に
カ
ウ
ン
タ
ー

を
設
置
し
、
椅
子
を
配
し
た
形
態
や
テ
ー
ブ
ル
と
椅
子
を
配
置
し
た
形
態
が
一
般
的
で
あ
る
。
備
品

と
し
て
は
、
加
熱
処
理
す
る
た
め
の
電
子
レ
ン
ジ
、
湯
沸
か
し
ポ
ッ
ト
が
あ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
店
内
で
購
入
し
た
商
品
を
そ
の
場
で
加
熱
処
理
し
て
食
べ
る
と
い
っ
た
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

を
考
慮
し
た
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
若
者
や
学
生
向
け
の
サ
ー
ビ
ス
で
、
都
市
部
で
多
く
見
ら
れ
る

形
態
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
長
居
さ
れ
ず
に
顧
客
サ
ー
ビ
ス
に
も
繋
が
る
接
客
方
法
で
あ
ろ

う
。
最
近
は
、
女
性
や
若
者
を
意
識
し
た
カ
フ
ェ
ス
タ
イ
ル
の
イ
ー
ト
イ
ン
店
舗
も
増
加
傾
向
に
あ

る
が
、
基
本
的
に
は
高
齢
者
向
き
と
は
思
え
な
い
。

そ
こ
で
、
高
齢
者
の
抱
え
る
日
常
的
な
問
題
や
「
不
安
」
へ
の
相
談
に
も
対
応
し
な
が
ら
、
独
り

で
食
べ
る
「
孤
独
」
へ
も
対
応
で
き
る
、
高
齢
者
が
多
く
暮
ら
す
地
域
に
出
店
し
て
い
る
、
あ
る
い

は
今
後
出
店
す
る
で
あ
ろ
う
コ
ン
ビ
ニ
や
ス
ー
パ
ー
に
対
す
る
イ
ー
ト
イ
ン
・
ス
ペ
ー
ス
に
配
置
す

べ
き
施
設
や
機
能
に
つ
い
て
提
案
し
て
み
た
い
。

一
七
三
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法
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八
十
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月
）

（
四
三
二
）

⑴　

高
齢
者
に
合
っ
た
環
境
づ
く
り

高
齢
化
は
足
腰
に
先
ず
現
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
遠
く
に
あ
る
郊
外
型
の
大
型
ス
ー
パ
ー
や
商
業
施
設
併
設
型
の
コ

ン
ビ
ニ
で
は
な
く
、
身
近
に
あ
る
コ
ン
ビ
ニ
や
小
規
模
ス
ー
パ
ー
の
必
要
性
も
意
味
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
先
ず
、
高
齢
者

が
気
軽
に
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
高
齢
者
に
と
っ
て
も
居
心
地
の
良
い
環
境
づ
く
り
が
必
要
に
な
る
。
①
バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
前
提
と
し
、

体
の
不
自
由
な
方
に
と
っ
て
も
使
い
や
す
い
ト
イ
レ
を
設
置
す
る
、
通
路
ス
ペ
ー
ス
を
大
き
め
に
と
る
、
手
す
り
を
配
置
す
る
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。
商
品
を
探
し
や
す
い
よ
う
定
位
置
に
固
定
し
、
②
ま
た
、
健
康
志
向
に
も
配
慮
し
商
品
の
成
分
表
示
等
の
文
字
は
大
き
く
し
、

独
居
世
帯
や
高
齢
者
の
み
世
帯
向
け
の
内
容
量
に
し
た
プ
チ
商
品
を
提
供
し
、
③
さ
ら
に
憩
い
の
場
と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
に
店
内
に

は
イ
ー
ト
イ
ン
ス
ペ
ー
ス
を
外
に
は
ベ
ン
チ
や
テ
ー
ブ
ル
を
設
け
る
の
も
有
効
で
あ
ろ
う
。

④
コ
ン
ビ
ニ
の
店
員
の
年
齢
層
を
三
〇
〜
五
〇
代
に
上
げ
た
り
、
高
齢
者
と
接
す
る
知
識
を
も
つ
人
を
雇
う
な
ど
の
対
策
を
取
る
こ
と

が
望
ま
し
い
。
高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
が
多
い
時
間
帯
は
、「
一
〇
〜
一
三
時
」
が
最
も
多
く
三
六
・
八
％
、
次
い
で
「
一
三
〜
一
六
時
」、

「
一
六
〜
一
九
時
」
が
二
七
・
〇
％
の
順
で
多
か
っ
た
こ
と
は
、
第
二
章
で
も
取
り
上
げ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
時
間
帯
は
、
お
昼
の

準
備
の
た
め
に
、
ま
た
夕
食
の
準
備
の
た
め
に
外
出
す
る
時
間
帯
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
時
間
帯
だ
け
で
も
時
間
に
余

裕
が
あ
り
、
人
生
の
キ
ャ
リ
ア
が
豊
富
な
シ
ニ
ア
層
を
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
店
舗
の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
を
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
し
い
て
付
言
す
る
な
ら
ば
、
元
保
健
師
、
市
区
町
村
の
福
祉
部
門
等
で
の
就
労
経
験
が
あ
る
者
が
適
任
と
思
わ
れ
る
。

⑵　

生
活
サ
ポ
ー
ト

コ
ン
ビ
ニ
が
警
察
や
病
院
、
消
防
等
と
提
携
し
、
積
極
的
な
情
報
交
換
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
急
病
や
事
件
等
の
緊
急
時
の
対
応
が
速

や
か
に
行
え
る
よ
う
に
な
り
、
生
活
に
お
け
る
安
心
の
基
盤
と
な
る
。
地
域
の
安
全
・
安
心
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
役
割
は
、
防
犯
面

一
七
四
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齢
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や
痴
呆
症
で
徘
徊
す
る
高
齢
者
の
保
護
機
能
も
面
で
既
に
実
行
に
移
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
高
齢
者
支
援
の
地
域
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て

の
役
割
を
付
加
さ
せ
た
い
と
考
え
る
。
コ
ン
ビ
ニ
の
二
四
時
間
経
営
や
店
舗
数
の
多
さ
ら
着
目
し
た
行
政
の
代
行
サ
ー
ビ
ス
や
既
に
行
わ

れ
て
い
る
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
利
用
に
つ
い
て
も
振
り
込
め
詐
欺
の
振
込
場
所
と
し
て
コ
ン
ビ
ニ
や
ス
ー
パ
ー
に
設
置
さ
れ
た
Ａ
Ｔ
Ｍ
が
多
く
利
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
特
に
コ
ン
ビ
ニ
に
お
け
る
高
齢
者
向
け
Ａ
Ｔ
Ｍ
サ
ー
ビ
ス
に
も
一
工
夫
必
要
に
な
る
。
ま
た
、
宅
急
便

の
発
送
・
受
け
取
り
、
公
共
料
金
の
振
込
、
公
共
図
書
館
で
借
り
た
書
籍
の
返
却
サ
ー
ビ
ス
等
に
も
利
用
で
き
る
便
利
さ
が
、
高
齢
者
の

利
用
者
増
に
繋
が
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

行
政
サ
ー
ビ
ス
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
週
二
回
程
度
の
市
区
町
村
の
福
祉
部
門
の
職
員
が
相
談
業
務
に
就
く
こ
と
や
民
生
委
員
の
巡

回
相
談
や
指
導
の
場
に
す
る
こ
と
も
考
慮
し
た
い
。

⑶　

交
流
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
の
活
用

地
域
住
民
の
交
流
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
は
、
地
域
〇
〇
セ
ン
タ
ー
、
集
会
所
、
公
民
館
が
思
い
浮
か
ぶ
が
、
一
方
で
、
コ
ン
ビ
ニ
が
高
齢

者
た
ち
の
交
流
ス
ポ
ッ
ト
に
変
貌
す
る
可
能
性
も
出
て
く
る
。
シ
ニ
ア
ス
タ
ッ
フ
が
主
導
し
て
、
趣
味
、
地
域
活
動
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
情

報
を
店
舗
内
で
提
供
し
、
賛
同
し
た
客
が
こ
う
し
た
活
動
に
参
加
す
る
。「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
手
作
り
料
理
教
室
」「
ス
ポ
根
マ
ン
ガ　

レ

ン
タ
ル
会
」「
○
○
店　

ア
ク
テ
ィ
ブ
シ
ニ
ア
コ
ン
ペ
」
等
は
高
齢
者
だ
け
で
は
な
く
、
三
世
代
が
交
流
す
る
機
会
に
も
な
り
高
齢
者
の

「
孤
独｣

解
消
に
繋
が
る
と
思
わ
れ
る
。
高
齢
者
に
と
っ
て
、
コ
ン
ビ
ニ
が
ま
さ
に
「
我
が
街
の
ほ
っ
と
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
に
な
る
訳
で

あ
る
。
子
育
て
世
代
と
の
交
流
を
通
し
て
、
新
た
な
街
作
り
に
繋
が
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。

⑷　

高
齢
者
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
（
23
）

、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
24
）

及
び
シ
ル
バ
ー
交
番
（
25
）

と
し
て
の
ス
ペ
ー
ス
活
用

市
区
町
村
の
施
設
は
、
通
常
平
日
の
午
前
八
時
三
〇
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
執
務
時
間
で
有
り
、
二
四
時
間
三
六
五
日
の
サ
ポ
ー
ト

一
七
五
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四
）

を
必
要
と
す
る
高
齢
者
に
対
す
る
き
め
の
細
か
い
日
常
的
な
サ
ポ
ー
ト
体
制
を
組
む
こ
と
は
困
難
で
有
り
、
財
政
規
模
の
小
さ
い
、
ま
た

財
政
基
盤
の
弱
い
市
町
村
に
お
い
て
は
、
市
町
村
が
保
有
す
る
公
的
施
設
の
運
用
に
は
、
少
な
か
ら
ず
困
難
が
生
ず
る
と
思
わ
れ
る
。
そ

こ
で
、
全
国
展
開
し
て
い
る
コ
ン
ビ
ニ
・
ス
ー
パ
ー
業
界
と
の
連
携
に
よ
る
拠
点
作
り
が
求
め
ら
れ
る
。
特
に
、
二
四
時
間
営
業
し
て
い

る
コ
ン
ビ
ニ
で
は
、
地
域
貢
献
の
観
点
か
ら
も
、
今
後
益
々
進
行
す
る
で
あ
ろ
う
地
域
社
会
の
高
齢
化
を
考
慮
す
れ
ば
、
安
心
・
安
全
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
兼
任
す
る
こ
と
は
、
結
果
的
に
顧
客
確
保
に
も
繋
が
る
も
の
と
思
わ
れ
る
（
26
）

。

身
近
に
あ
る
コ
ン
ビ
ニ
や
ス
ー
パ
ー
が
、「
孤
立｣

や
「
不
安｣

を
抱
え
て
日
々
生
活
し
て
い
る
高
齢
者
に
と
っ
て
の
居
場
所
と
し
て

の
機
能
を
営
ん
で
ゆ
け
ば
、
自
ず
と
高
齢
者
の
万
引
き
も
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
前
期
高
齢
者
（
27
）

の
就
労
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の

場
所
と
し
て
の
機
会
を
提
供
し
う
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
。

こ
の
研
究
は
、
今
後
警
察
や
都
道
府
県
、
市
区
町
村
等
と
連
携
を
取
り
な
が
ら
、
継
続
し
て
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
20
） 

リ
ス
ト
（F

ranz E
duard von L

iszt

、
一
八
五
一
年
三
月
二
日
│
一
九
一
九
年
六
月
二
一
日
）
は
、
近
代
学
派
を
完
成
さ
せ
た
こ
と
で
も
知

ら
れ
る
。「
刑
法
は
犯
罪
者
の
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
」「
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
は
、
行
為
で
は
な
く
行
為
者
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。

（
21
） 

犯
罪
弱
者
、
災
害
弱
者
と
し
て
、
女
性
、
子
ど
も
、
高
齢
者
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
特
に
高
齢
者
に
関
し
て
は
、
加
齢
に
伴
う
身
体
能

力
の
低
下
、
健
康
状
態
、
高
齢
者
世
帯
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
等
か
ら
被
害
者
と
し
て
の
側
面
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
、
侵
入
窃
盗
、
振

り
込
め
詐
欺
、
ひ
っ
た
く
り
の
被
害
者
の
多
く
は
高
齢
者
で
有
り
、
先
の
東
日
本
大
震
災
の
犠
牲
者
の
多
く
が
高
齢
者
や
子
ど
も
た
ち
で
あ
っ
た
。

（
22
） 

イ
ー
ト
イ
ン　

持
ち
帰
り
が
で
き
る
食
品
を
購
入
し
、
そ
の
ま
ま
店
内
で
食
べ
る
こ
と
を
い
う
。
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
店
の
ほ
か
に
も
、
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
や
百
貨
店
の
食
品
売
り
場
な
ど
に
テ
ー
ブ
ル
や
イ
ス
を
置
い
た
専
用
コ
ー
ナ
ー
が
あ
る
。
客
の
滞
在
時
間
が
伸
び
る
た
め
、
買
い

上
げ
点
数
が
増
え
る
と
い
っ
た
効
果
が
あ
る
一
方
、
面
積
当
た
り
の
販
売
効
率
の
悪
化
に
つ
な
が
る
懸
念
も
あ
る
。

（
23
） 

こ
の
例
と
し
て
、
取
り
上
げ
た
い
も
の
と
し
て
は
、
平
成
一
六
年
一
月
、
新
潟
県
長
岡
市
に
開
設
さ
れ
た
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
永
田
が
あ
る
。

一
七
六



高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
四
三
五
）

こ
の
セ
ン
タ
ー
の
基
本
理
念
を
「
暮
ら
し
慣
れ
た
地
域
社
会
で
の
生
活
を
支
え
る
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー｣

と
位
置
付
け
現
在
も
運
営
し
て
い
る
。
平

成
一
四
年
一
月
に
は
、
そ
の
前
身
と
も
言
え
る
全
国
初
の
コ
ン
ビ
ニ
型
（
小
規
模
多
機
能
サ
ー
ビ
ス
拠
点
）
で
あ
る
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
が
同
市
三

和
地
区
に
開
設
さ
れ
、
同
年
四
月
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
の
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
が
関
原
・
上
除
地
区
に
開
設
さ
れ
、
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
三
和
が
民

間
と
の
共
同
と
い
う
コ
ラ
ボ
レ
ー
ト
型
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
と
し
て
開
設
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

（
24
） 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
平
成
一
七
年
の
介
護
保
険
法
改
正
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
、
地
域
住
民
の
保
健
・
福
祉
・
医
療
の
向
上
、
虐
待
防

止
、
介
護
予
防
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
な
ど
を
総
合
的
に
行
う
機
関
で
あ
り
、
各
区
市
町
村
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
セ
ン
タ
ー
に
は
、
保
健
師
、
主
任
ケ
ア

マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
社
会
福
祉
士
が
配
置
さ
れ
、
専
門
性
を
生
か
し
て
相
互
連
携
し
な
が
ら
業
務
に
あ
た
っ
て
い
る
。

（
25
） 

東
京
都
で
は
独
自
の
施
策
と
し
て
、
平
成
二
二
年
度
か
ら
「
シ
ル
バ
ー
交
番
設
置
事
業
」
を
実
施
し
、
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
に
よ
る
見
守
り
や
安
否

確
認
等
の
取
組
を
推
進
し
て
い
る
。「
シ
ル
バ
ー
交
番
設
置
事
業
」
と
は
、
高
齢
者
の
在
宅
生
活
の
安
心
を
確
保
す
る
た
め
、
生
活
実
態
の
把
握
や

関
係
機
関
と
連
携
し
た
高
齢
者
に
対
す
る
見
守
り
を
行
い
、
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
緊
急
時
の
対
応
な
ど
必
要
な
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、

高
齢
者
か
ら
の
相
談
を
受
け
て
問
題
解
決
に
あ
た
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
区
市
町
村
が
主
体
と
な
っ
て
行
う
も
の
と
し
て
運
用
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
新
宿
区
で
は
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
の
事
業
運
営
が
ス
ム
ー
ズ
に
展
開
で
き
る
よ
う
に
、「
高
齢
者
等
見
守
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

推
進
部
会
」
を
設
置
し
て
い
る
が
、
そ
の
構
成
部
員
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
民
生
・
児
童
委
員
、
町
会
関
係
者
、
警
察
署
、
消
防
署
、
高
齢
者
総

合
相
談
セ
ン
タ
ー
（
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
）、
社
会
福
祉
協
議
会
、
高
齢
者
福
祉
課
等
福
祉
部
関
連
部
署
、
保
健
セ
ン
タ
ー
等
健
康
部
関
連
部

署
、
消
費
者
支
援
等
担
当
課
、
清
掃
事
務
所
、
住
宅
課

（
26
） 

「
高
齢
化
社
に
対
応
し
た
コ
ン
ビ
ニ
経
営｣

平
成
一
七
年
六
月
二
日
付
け
の
報
告
書
参
照　

keio-m
arke.com

/essay/shinnyuu2005/konbini.

pdf

（
27
） 

高
齢
者
の
う
ち
、
六
五
歳
以
上
七
五
歳
未
満
の
人
の
こ
と
を
一
般
に
は
い
う
が
、
こ
こ
で
は
、
六
五
歳
以
上
七
〇
歳
未
満
の
就
労
可
能
な
人
と
考

え
た
い
。

一
七
七




